
施設名
所管課

問い合わせ先
使用時間 現行料金（円） 新料金（円）

９時から12時まで 7,120 7,830

13時から17時まで 10,590 11,640

18時から22時まで 12,830 14,110

９時から22時まで 23,510 25,860

９時から12時まで 5,900 6,490

13時から17時まで 8,550 9,400

18時から22時まで 10,680 11,740

９時から22時まで 19,230 21,150

９時から12時まで 8,960 9,850

13時から17時まで 13,240 14,560

18時から22時まで 16,040 17,640

９時から22時まで 29,400 32,340

９時から12時まで 7,430 8,170

13時から17時まで 10,690 11,750

18時から22時まで 13,360 14,690

９時から22時まで 24,050 26,450

９時から12時まで 10,690 11,750

13時から17時まで 15,880 17,460

18時から22時まで 18,710 20,580

９時から22時まで 34,750 38,220

９時から12時まで 8,860 9,740

13時から17時まで 13,340 14,670

18時から22時まで 16,040 17,640

９時から22時まで 29,400 32,340

９時から12時まで 12,520 13,770

区分

1,000円以下の

入場料を徴収す

る場合

休日以外の日

休日

休日

休日以外の日

久慈市山村文化交流セ

ンター

山形教育室

0194-72-3711

入場料を徴収し

ない場合

休日以外の日

2,001円以上

3,000円以下の

入場料を徴収す

る場合

休日

ホール

1,001円以上

2,000円以下の

入場料を徴収す

る場合

休日



施設名
所管課

問い合わせ先
使用時間 現行料金（円） 新料金（円）区分

13時から17時まで 18,530 20,380

18時から22時まで 21,380 23,510

９時から22時まで 40,090 44,090

９時から12時まで 10,380 11,410

13時から17時まで 15,480 17,020

18時から22時まで 18,710 20,580

９時から22時まで 34,750 38,220

９時から12時まで 14,250 15,670

13時から17時まで 21,180 23,290

18時から22時まで 24,050 26,450

９時から22時まで 45,440 49,980

９時から12時まで 11,810 12,990

13時から17時まで 17,720 19,490

18時から22時まで 21,380 23,510

９時から22時まで 40,090 44,090

９時から12時まで 1,860 2,040

13時から17時まで 2,130 2,340

18時から22時まで 2,400 2,640

９時から22時まで 4,670 5,130

９時から12時まで 810 890

13時から17時まで 1,010 1,110

18時から22時まで 1,320 1,450

９時から22時まで 2,850 3,130

久慈市山村文化交流セ

ンター

山形教育室

0194-72-3711

2,001円以上

3,000円以下の

入場料を徴収す

る場合

休日

休日以外の日

3,001円以上の

入場料を徴収す

る場合

ホール

休日以外の日

休日

第１楽屋

第２楽屋

練習室



施設名
所管課

問い合わせ先
単位 現行料金（円） 新料金（円）

音響反射板（サスペンションライト付） １式 3,000 3,300

しゃ幕 １枚 400 440

地がすり １枚 300 330

演台（脇台付） １式 400 440

スクリーン １式 600 660

平台 １枚 100 110

めくり台 １台 100 110

司会者台 １台 200 220

指揮者台 １台 200 220

指揮者用譜面台 １台 100 110

演奏者用譜面台 １台 50 60

音響拡声装置 １式 1,000 1,100

カセットテープレコーダー １台 400 440

コンパクトディスクプレーヤー １台 400 440

ミニディスクレコーダー １台 400 440

DVDプレーヤー １台 400 440

ステージスピーカー １台 500 550

マイクロホン（ダイナミック） １本 200 220

マイクロホン（コンデンサ） １本 400 440

ワイヤレスマイクロホン装置（マイクロホ

ン１本付き）
１チャンネル

500 550

移動式はね返りスピーカー １台 300 330

音響機器持込料 １キロワットにつき 100 110

基本照明A（シーリングライト、フロント

サイドスポットライト、２列以下のサスペ

ンションライトを使用した場合）

１式

3,000 3,300

区分

久慈市山村文化交流セ

ンター

山形教育室

0194-72-3711

舞台設備

音響設備

照明設備



施設名
所管課

問い合わせ先
単位 現行料金（円） 新料金（円）区分

基本照明B（基本照明Aに加えロアーホリゾ

ントライト、アッパーホリゾントライト、

３列のサスペンションライトを使用した場

合）

１式

5,000 5,500

センターフォロースポットライト １台 1,000 1,100

スポットライト １台 100 110

パーライト １台 100 110

照明機器持込料 １キロワットにつき 100 110

ピアノ（ヤマハCFⅢ） １台 4,000 4,400

ピアノ（ヤマハG２E） １台 500 550

可動式プロジェクター １台 600 660

電気機器持込料 １キロワットにつき 100 110

久慈市山村文化交流セ

ンター

山形教育室

0194-72-3711

照明設備

その他の設備


